
様式第十六(第六十一条第一項関係)
手 汚染土壌の区域外搬出届出書 劔) 翻 

頼都南　殿　　　　　　　　　平成郎年Iユ月∴芝田 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在飽 俔ﾙ8ﾈｾi8ﾈﾛｸ�)ｩmｩ{���MC�8,ﾈ自YH��亜)MIUﾈ鹵�� 
(整-雄-43、指「笥5) 

汚染土壌の特定有害物質によ �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨ��7��ｹv頽�ｩW94ｹ���9N��h��5h4�98��-8,��

る汚染状態 册ﾈ*ﾙ7��ｹv頽�ﾉW94ｸﾘr��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 悼9ﾓ8�Yj�8���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H�)}�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B亶�-�zH戊陌:竟B��愛8補��IIR��越H補�
※詳細は添付書類3のとおり 

汚染土接を選抜する者の氏名又は名称 妊��4y��5h5�6X8�ｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 �4h5(5h5�6X8�扎圷ｩH�檍����鉙ﾞ慰��｢�
オオブ開譲株式会社　東温事業所 

株式会社デイ費シイ　川崎工場 

汚染土壌を処理する施設の新 注地 亂亥�HﾘH�68ﾊy�Y�倡8扞:�*ﾈ駟�Y�亥(屮cRﾓ��
オオノ蘭醸株式会祉言愛媛県東温市河之内字犬小屋乙6嬬重 

株式会社デイナシイ洞察璃川崎市川噛区浅野町l脅し号 

汚染土壌の搬出の薄手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋苻8hﾈ莓ﾉ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����xﾈ���ｴ�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖����xﾈ�6ﾘ7Y?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���xﾈ��ﾙ62�

運搬の用に供する自動車等の使 用者の氏名又は名称及び連絡先 ��i5儻H��}紿��h�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所窪地並 �8ﾈｯiWY:ｨｩH�檍��ｩTｩgV冏��ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ�2ﾓ��

びに所有者の氏名又は名称及 妊��,ｨ戊ｩH�檍��ｨ�68ﾊy&ｨ�>ﾉ�H�ﾖ��C��ﾊx���##���

び連絡先(運搬の際、頼替え �4�4�6ﾘ､ｨ倩ｩH�檍ﾇh蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��田)MC2�

を行う場合に限る。) ��i5儻H��}緝,ﾈ,h*�.��

保管施設の所祇地並びに所有 �8ﾉvﾙWY:ｩvﾈ�ｾ�/h贓��=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈｩｨｾi��*ﾉxｳ��

者の氏名又は名称及び連絡先 妊��,ｨ戊ｩH�檍ｪ咽�68ﾊy&ｨ��9'xﾉ��Iw�鬨���##���

(保管施設を用いる場合に限 �4�4�6ﾘ､ｨ�ｩH�檍��ｸ蟹U�ﾊy�ﾈ���9fｸ��妬vYMC2�

る。) ��i5儻IMI:｣h,ﾈ,h*�.��

連絡先 

担当者所属　風趣建設株式会社　第三事業部 

担当者氏名　　　　　　　　淫 刎)MHﾘh���ITｨｫ3)�ヨ��d�窺Hﾘh���CX�S#3)'SSSヲ�

備考l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　　　　　　　　　寵 

芝　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を謁鞭し、押印することに代　て之徳,般(患 

人にあってほぞの他端)が署名することができる寄∴∴∴∴締雨脚臓や 

認欝撥 劔蓬離 縁 
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様式第十六(第六十一条第一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥　∴」 

汚染土蟻の区域外搬出届出書蜜の王) 凵Aヽ∵∴∵二・一 5 

平成2才年　ヶ月　∫　日 

醐殿　届出者愁籍轍詰● 剪�

土壌汚染対策法第16条第工項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 
のとおり届け出ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　、在 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�7>Mﾘ�ﾈｾi�ﾉ�h抦ｮ(蕀)ｩm｣##偸VﾂﾃXﾔ偃�ｩYB� 

汚染土壌の特定有害物質によ ��Xｾ"�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr���傳�7��ｹv頽�ｨｮ顏�ｷ�-�7��嬢含有量基準不適合)、枇素(土壌溶出量基準及び土壌含有 

る汚染状態 處ｩW94ｸﾘr��

※詳細は添付資料lのとおり 

汚染土壌の体積 ���2ﾃX�����h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�(,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付資料3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 冲ﾈﾌ�檍��ｭｸﾔｸ蓼毎ⅸ饕�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��ｨ･淫Hﾘhｷﾉ4傀8ｽ�ｽ�8唏魎��

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾘﾔ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靺�ﾈ颱h�ｩ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���以�3�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���佇�3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖陷3�ﾈ�9)ﾂ�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿��X,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��ﾂ�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) �.ｨ�����������������������������ゅrﾂ�

螺融蚕 刄`7号・ 
ヽゼ牽藷麗輔 

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業親格A4とすること。 

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を寵載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。

株式会社シマダ　営業第一部　担当■ TEしO3「3636-生084

揮ノ誓表題



添付書類3

汚染土壌の運搬の方法

1運搬フロー図

形質変更時賽届出区域

東京都葛飾区茜新小替三丁目2290番1,2,3,4,5の-細く抱番)

今回届出 ‾‾鴫‥柑‾‾置

水銀非含有汚染土壌

運搬:三井埠頭株式会社【運搬受託者】 

椛豹i憬I事噛市川噂区扇町叶1 

荷姿まダンプトラック　十シート掛け 

運搬:有限会社丸幸三発端革 

他53杜膝付替類4参照)重運搬詣負者】 

東京都中野区野方l丁目手工他 

荷姿:ダンプトラック　十　勝産シート掛け 

穣菩・保管;三井埠頭株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町9-1

運搬 萄蓼鯖WY:ｨｩH�檍����鞁�<x�(�｢��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃ���

柏奈 

荷勢船舶　十ハッチカバー 

運搬:西淡海運株式会社 

他10杜(琉付書類5参府)【運搬締負者】 

大分県津久見市港町2呑18号他 

荷姿:船舶十　ハッチかヾ- 

積善・保管:熱杉典薬株式会社

大阪府岸和田市地蔵浜町章11

積善・保管;東亜貨物株式会社

大阪府大阪市大正区南恩加島4-3

運毅:株式会社山崎砂利商店【選撫受託割 

滋賀県大轟高浜大淀4-了-6 

荷姿:ダンプトラック　十　シート瀕・け 

運搬:株式会社カネスギ運輸 

他弛社(添付蕾類4参照)【運搬請負者】 

大阪府岸和田市地蔵湊町1ト1他 

荷姿;ダンプトラック　十勝産シート掛け 

処理:株式会社山崎砂利覇店途中工鶉

滋賀県大詰市伊香立途中町字西山865他

誌類:浄化等処理施設(浄化(抽出一法浄処理) ) 、

浄化等処理施設(浄化(抽出一化学脱着) )

許可番号:第116100工012号

水銀含有汚染土壌

運搬有限会社丸幸三栄商都運搬受託者】 

東京都中野区野方1丁即農1 

荷姿:ダンプトラック　十　プレコン(内袋あり) 

運搬南限会社丸幸三栄諦事 

他5嚢社(添付書類鯵照)I運搬請負看】 

東京都中野区野方1丁目11他 

荷姿:ダンプトラック十プレコン(内袋あり) 

処理:早来工営株式会社川瞭工場

神奈川県川崎市川晦区扇町61

謡類:浄化等処理施設(浄化(抽出一洗浄処理) )

許可番号:第0861001002号

2運搬体制

運搬受託者:三井埠頭株式会社(水銀非含有汚染土壌) 、有限会社丸幸三栄商苺(水銀含有汚染土壊)

協力会社及び使用する自動車等の-掛も添付資料4、 5のとおり
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様式第十六(第六十・・・条第一噴関係)



添付書類3

1.運搬フロー図

汚染土壌は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現地から処理施設まで車両を用いた

運搬を行う。

形質変更時要届出区域

東京都北区堂島二丁目6番3 (地番)

テトラクロロエチレン汚染土壌運搬

運搬;太平洋セメント株式会社 

荷姿;ダンプトラック十プレコン(肉袋あり)十シート掛け 

処理施設:早来工営株式会社川崎工場

神奈川県川崎市川崎区扇町6葛1

種　類:分別等処理施設、浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出一熟脱着)

許可番号:第0861001002号

運搬ブロー図



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成挑年?月301日 

東京都知事殿 

土壌汚染対策法親5粂第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、 

次のとおり届け出ます。 

< 偖��ｹ'Xﾙ�����,ﾉ:���住所表示‥東京都新宿区画落合2丁目18-職 ��

地番表示;東京都親指区画落合2丁即30番工0専∵辞 

汚染土壌の特定有害物質による 汚染状態 �B�7��ｸｭﾉtﾉ|ｨｮ顏�W94ｸﾘr��
枇薫く土壌溶出量基準不適合) 

詳細は添付資科1のと撚り 

溝渠士斑の体頼 ��c�����ﾈﾃ2�
詳細は添付資料2のとおり 

汚染土嬢の選怨の方法 凛H補一�:竟B��
詳細は添付資料8のとおり 

汚染土嬢を閻凋姉‾る者の氏名又 は名称 乘H�檍��ｮ��ﾘ6x8�5�6r�

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 ���x慰�8ｩH�檍���ﾈﾞ慰��ｨ���

汚染土壌を処理する施設の所伍 地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i��*ﾃbﾓ��

溝渠土壌の搬出の蕃手予定日 兌ﾙ�ﾉwyD蟲�ﾈ靫I?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#穐�ﾈ駝c�?｢�

汚染土蟻の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#怨4漠,ﾘ-ﾉ)ﾂ�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ唏ｷｹD闌ｨﾈ�8魵�

運搬の用i掬‾る自動車等の所 有者の氏名又は名称及び遥続発 �5儻H��{��H,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) �,�+X���������������������������ﾓる=ixｲB�

競孜枇轍薗I-3　朝 

保管施設の所在砲並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先繰 管施設を用いる場合に限る。) �,�+X����������������ﾘｨｬ做ｩ~ﾘ��

連絡先> 

清水建設株式会社エンジニアリング事業本部土壌環環草葉部 
担当:獲■　鳳03-鎚61-4313 

備考　l　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法人
にあってはその代表者)が署名することができる。



添付資料3

汚染土蟻押運搬の方法

3・1運搬プロ一団

要措置区域等

東京都新宿区西落合凌丁目430番10の-部(堪番表示)

鉛汚染土壌

枇素汚染土壌.

陸運:株式会社豊信トラスト 

荷姿:ダンプ十シート掛け 

処鞋施設:早来工営株式会社Il崎工場

神奈川東川綺市川崎区扇町6-1

種類:分別等処理施設

処理方津;分別等

茸"曳　運搬体制

運搬受託者:株式会社璧信トラスト

惚力会社及び使用する自動車等の一路は,添付資料4のとおりである。

3-工



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 劔之 号 

東京都知事　　　殿 剳ｽ成28年Il月之日 

土壌汚染対策法第16粂第l項の のとおり届け出ます。 剴結椏s江東区南砂2-7-5 三三三三三我 　金. 

要措蟹区域等の所在地 �8ﾈｹ�78�)^969*ﾉ?｣�shｽ��ﾃ(ｭ�,ﾈ自YB� 

汚染土壌の特定有蕾物贋によ る汚染状態 �4ｨ6�7�4X8�i��ｿ���ｭﾉtﾉ|｢�?��廁4�8ﾘ8�益頽�ｒ�5h4�92益頽�;��9�Xｾ"益頽����ｭﾉtﾉ|｢��
セレン(溶出鼠含有量)、鉛(溶出蕊、含有蟄) 枇索(溶出塵、含有轟)、ふっ寮(溶出塞) 

※詳蝕は添寸　類lのとおり 

汚染土壌の体積 �8y�MY��*｢�

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:����*�.h-�､8暮�IIR��
※詳細は添付　3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 ���x慰�8ｩH�檍���

又は名称 �4�4�6ﾘ､ｨ敬ｩH�檍���

汚染土撥を処理する者の氏名 �ｩ��x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��｢�

又は名称 �� ②オオノ開獲株式会社　寮温事業所 

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ����=駢�ｪ�8俾ｹ�ﾈﾞ粟i��*ﾈﾚ����
㊥憂　県　温“和之面子　小　乙6怒蕃璃「‾‾‾“‾、‾‾‾‾- 

愛媛県泉源市河之内幸大小屋乙815番地45 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾉ*ﾙD���ﾈ��i?｢�

汚染土蟻の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖繹ﾈ��ｺ9?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#刔3佇粤�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖��ﾔ以����?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}��h��~ﾈ,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え ��X唏､8戊ｩH�檍����y�)xh��ｶ��9(h匣ｾi(h匣ﾖ�"ﾓ��ﾓb��
三井埠頭株式会社脚奈川県川崎市川時庭扇町9-1) 

東伊予港北条岸壁松共岸壁)(凄媛媒西条瑚ヒ条地先) 

を行う場合に限る。) ��h�ｨﾝx,ﾙ5儻NU�x｣h���,ﾈ,h*�.��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 〈保管施設を用いる場合に限 る。) 倅�9:ｩXｨ檠U)G�=笆ﾉ>��ye粟i��*ﾃ綴貯-��{���h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}緝��{�,ﾈ,h*�.��

鰯陣地砂槌協i 白�
¶鳩めヽ●ル罰吋幼す 

纏触焼鳥再選蕗 

考1この用紙の大きさは、日 剿{工業規格Å4とすること。　　　　　　　　　藤蘭 

芝　氏名幡人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、揮印することに代えて、本　　人 

にあってほぞの代表者)が雷名することができる。

株式会鶴組織統括椰輔エンジニアルグ部担当‥臆臆臆(0醐7・了了98●
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様式第十六(第六十一条第一項関係 劍����

汚染土壌の区域外搬出届出書 

j萌芽年/山月/日 

東京都知事　殿 � ��

土壌汚染対策法熟6乗務1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 � 

要措置区域等の所在壇 ��偖ｨｸ�ﾈ麌�8ﾈｹ�79�Y68ｾi8ﾎ.�$｣))ｩm｣��MC�畏b� 
【地番表示】東京都大田区東糀谷2丁目8了5番l、8了6番一毒草 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 兔ｩ7(刮�Y7��ｸ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.��

汚染土蟻の体積 ��｢�(ﾘﾂ�

汚染土嬢の運搬の方法 兔ｩ7(刮�Y7��ﾈ,ﾈｾh刺､���,佛x.佗h柯��,ﾈ,h*�.���N�,｢�

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 倅�H�th7h8�986x5H�ｸ7(5茜H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���x慰�8ｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ����VﾈｫYw��9lｩ�ﾈﾞ粟i��*ﾃiMC�ﾘb�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈｹﾙD����ﾈﾈ����ﾉuｹ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈｵHﾌｸ��ｸﾘ���(ﾈ���dｹ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ戉��D���v霾����ｨ��?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾉ}ｩD���ｨﾈ����ﾈ鼈��m｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 倅�H�th7h8�986x5H�ｸ7(5茜H�檍����ﾌ)¥ｨ鑄,ﾉ,ｨ.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際積替え を行う場合に限る。) ���-ﾙ�h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�(�������S)��Rﾘ8ﾓ��

孜撮搬窮〃プロ 

保管施設の所在地並びに所有 ��������&ﾂ�ｬ(ｺ9F驗丿亜ﾉ�����

者の氏名又は名称及び連絡先 (保笹施設を屈いる場合に限 る。) 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*(�(�������������9i��

連絡先:マックスエンジニアルグ株式会祉　　担当:　　　　融鵡-5鰯-1238 

備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A車とすること。

2　氏名鰭人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



3工運搬フロー図

l 佝��¥�磯駢i<ﾘ�ｾh暫����&餉IUﾈ麌�ｩ8ﾈｹ�79�Y68ｾi8ﾎ､y$｣))ｩ�{店ｨH��ピiMB�� 鉛及びその化合軌 劍-8,��hｷ�-�+ｸ,ﾈ嶌ﾘyZ���R�土壌 

運搬‥三井住友プラン �6x5H�ｸ7(5茜H�檍���餃��9�X�"��

神奈川県相模原奇縁区揺本台廿日8番21号 

荷姿:ダンプトラック十シート掛け 

!　　　読替:行わない　　　l 

汚染土壌 傀謁ﾓｹ��x�4r�曽株式会社 � 神素月 曝���ｸﾈ�2�川崎区扇町璃1号 

処理施設 仍h�)MHﾘcｨﾝS�Z�4�)｣���仍ﾘ���

撞類:分別 �9傀謁ﾘ郢�ﾒ�

3-2.運搬体制

三井プラントサービス株式会社

神奈川県相模原市緑区橘本台l丁目8番飢号

※協力会社の・覧は、別添「汚染土嬢の運搬の用に供する自動車等に関する薔類」参照。



様式第十六(第六十一粂第・・一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書 

平成29革ま月勇日 
東京都知事殿　　　　届腫東諜鍵盤市照美3-4-32 

代表取締役　　高騰　長寿 

り蔚醗鷲津第16条第l項の規 剪閧ﾉより、要描霞区域等から搬出する汚染土壌について、 

要措置区域等の所在壇 �(ｸ�ﾈ鹵��ｹzxｾiG�68��)ｩmｩ&�>�� 

足立区関原一丁目地内 

(地番表示)足立区梅田四丁目1330番?の南都　外2蟹 

足立区関原一丁目8約番14の一部　外轄 

足立区関原一丁目8蕪番16,1了の農部(掛391号) 

汚染土壌の特定有嘗物質による �B��8�8ｭﾉtﾈ��ｮ顏�W94ｸﾘr���ｨ�ｨﾝx,ﾙ5儻I�)}貶,ﾉ,ｨ.��

汚染状態 

汚染土壌の体積 ��#ゅy/ｩi����ﾊ��ｨﾝx-ﾉ5儻H��}�(,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B���ｨ�ｨﾝx-ﾉ5儻H��}�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名又 は名称 �4h5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名又 は名称 ���x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ��s#��ﾓ�ツx����=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育9�ﾉk仞i��*ﾃbﾖﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖颯霾����?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ�刔9D霾雕Ymｨ�����������

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖颯霾�*盈ｨ������h�X+�,ｳ2ﾃ#｣�����

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖靼hﾈ���初68������ﾈｹ�<xﾗY<rﾈ棹蓼��

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 曝��膵ﾄ�*ｸﾉ�+(�i?�?��X+ｨﾜh�b�

∴∴　　∴∴∴駄羨む治子∵∴∴ 

*詳細は添付書類4の通り　　　　墜饗欒 

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運搬の際、積替えを行う 場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先(保 管施設を用いる場合に限るo) ��

備考　ユ　ニの用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあ

ってほぞの代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉

(株)興栄　練馬営業所　　　　　　03崎935・4舵8

エコシステムエンジニアリング㈱　　　. 03郎98-8415



1.運搬アロー図

添待書類3 -1

【土壌処理】



様式第十六(第六十一条第一一項関係)

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法
人にあってほぞの代表者)が署名することができる。



添付書類3

1.運搬フロー図

汚染土嬢は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現抱から処理施設まで車両を用いた

運搬を行う。

要措置区域等

東京都港区愛宕一丁目5番2 (抱番)

六価クロム汚染土壌運搬

運搬　三　太平群セメント様式会社 

荷姿:ダンプトラック十防塵シート掛け 

処理施設:早来工営株式会社川崎工場

神奈川県川崎市川騎区扇町6-1

種　類:分別等処理施設、浄化等処理施設

処理方法:分別鱒処理煤物除去、含水率調整)

許可番号三第0粥1001002号

蟻酸フロー図

ぐ



様式第十六(第六十一条第一項関係)音ヽ 汚染土壌の区域外搬出届出書 

2016年　2月　10日 

東京都知事 
舛添　要一　殿 

届騎乗驚讃羅調音 剪�

土壌汚染対荒法第工6粂第l項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所荘地 �8ﾉ8ﾉ79fｸｾiY�*ｨｷX蕀)ｨﾘCCC(�����&餉IUﾈ鹵�,ﾈ自72� 東京都北区画が丘三千削3葛10(住所表示)の一都 

【整-25-23慨-紬4勒】(別紙1参照) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 �=�c(����

汚染土壌の体積 兔ｨ鐵8����

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟Cｩ¥ｨ鐵H�����

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 ��hｭ佶ｩ�ﾘｩH�檍���

汚染土壌を処理する哲の氏名 又は名称 ��hﾅ���ﾕ挨9�����yﾘ郢�ﾘ,亊h+x.仍h�(��,ﾙ¥ｨ鐵h��諍w�uﾉ.�,ﾈｬyyﾙUﾂ�

は別鮒のとお。朝をェ漫訴髄 

汚染土壌を処理する施設の新 任堪 ���x慰�8ｩH�檍��ｹ��T傀y�ﾈﾞ育9�ﾉoXｾi�駭ｲﾓ��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋�����U8ﾈ�����)?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋������8��8魵�

汚染土接の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#位���*ﾙ)ﾈ��3�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈ��#吋�����ﾈ�����Y?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 兔ｨ鐵�,ﾈ,h*�.��

頼替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、穣替え を行う場合に限る。) ����h*h,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 兢ｸｬx,ﾘﾗ8.ﾘ,�*"�

之8,2、10 
(保管施設を用いる場合に限 る。)∴ �9�ｨｷ(�62�

圏麗離籍の 
備考工この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。　　　) 　2氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法 

人にあってほぞの代表者)が署名することができる。
<連絡先>
)時か洲漣設共同企業体西が丘土壌改良作業所　担当‥菓喜劇阻; 03・59綿-5015



汚染土の運搬の方法

l.運搬フロー

要措置区域
東京都北区西が丘三丁目14悠番10 (璃番表示)の一部

東京都北区西が丘三丁目13-10(住居表示)の二部

汚染土壌

陸路;薪舘建設株式会社 

荷姿こトラック十フレコン(内袋付き) 

荷台積荷をシート養生 

処理施設こ早来工営株式会社

神奈川県川崎市川崎区扇町6 - 1

題額;浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出書熱脱着処理)

乞.運搬体制

運搬受託者:新舘建設株式会社

協力会社及び使用する自動車等の一覧は、別紙のとおり

3.運搬の方法

①運搬に伴う有害物質等の飛散等及び地下浸透を防止するための措置

・掘削現掛こは鉄板を薮をタイヤへの汚染土鞍の付着を陳止します。なお、汚染土壌が付着

した場合は、教壇内においてタイヤの乾式清掃を行います。
・粉塵飛散が発生しそうな場合は、自動車への積込作業中、水が滴らない程度に散水を行い

ます。
・四塩化炭素による汚染土壌は、フレキシブルコンテナバック(内袋付き)に入れて運搬します。

書汚染土壌をフレキシブルコンテナバック(内袋付き)へ詰込む作業は、要措置区域内の掘削

箇所にて行います。
徽汚染土を詰込んだフレキシブルコンテナバッタ(内袋付き)は、クレーンにて宙接、運搬を行う

自動へ積込みます。

南天塙や強風時は、場合によって現場での積込作業を中止します

②運搬に伴う騒音及び騎動による生活環境保全への支障を防ぐ措置

・積込時には、低騒音型の建設機械を使用します。
・使用する自動車の最大積載量及び法定速度割瞑守します。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土撥の区域外搬出屈腫 � 

平成之浮華五月事芝田 

東京都知苺　殿 � 

神奈川県厚木市轟田西1-2-3 

届出者　株式会社セロリ 

土壌汚染対簾法第16条第1項の 剔纒¥取締役社長　遼藤　哲哉 規定によ生襲措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 
のとおり届け出ます。 � 

要措置区域籍の所在堪 俟��伊ｸ自)ｩmｩ�I{�,ﾉ�ﾘ�9u駛右h�Yxｨ.�ﾂ�

汚染土壌の特定有害物馳こよ �B渥ﾉtﾉ�ｸｮ顏�W94ｸﾘr�� 

る汚染状態 ��h�ｨﾝx-ﾉ5亅�I{��,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の体積 侏ﾘﾎ���ｸ胸��4��
※詳細は添付資料芝のとお’り’ 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付薄緑草のとおり 

汚染土嬢を運搬する者の氏名 又は名称 ��饉ﾙvﾘ5ｨ8�986xｩH�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称一 ���x慰�8ｩH�檍�����Xﾞ慰��｢��

汚染土壌を処理する施設の所 在抱 ���=��ﾈﾊy�ﾈ碧�ye窺���*ﾉ�2�

汚染土撥の搬出の潜幸予定菌 兌ﾙ�ﾉ�yDｨｸ霾颱i?ｩ?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋｣8ﾈ���ｸﾙF��

汚染土擬の運搬完了予定前 兌ﾙ�ﾃ#卯�8ﾈ�'�F糘�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾈｭ僖齏�v霾���4Yz��

運搬の用に供する自動車等の 使周崇の氏名又は名称及び連 絡先 �����������ﾈ�r��h�ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) �,�+R�

保管施設の新経理並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 �,�+R�

る。) ��bﾖ�'V��ｸ�ｸ/��i8伊�h�ｸ�ｲ篦ﾘ�b�

志欝親株鵡社七即　　　　　　　　　　諾義之 
‾直　　　子　’ � 竸｢�

露語番牽　04弼22-㈱了　　　　　　　　　鼻醜聞脚 FÅⅩ番号　046-222-0棚　　　　　　　　　擬競馬嬢授致欝 

聴拳勃箇瀞藤恕 

考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
2　氏名(法人にあってほぞの代蒸着の氏名う　を範載し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。



添付書類3

1、運搬フロー図

汚染土壌は以下のフロー及び運搬ルートに基づいて、現地から処理施設まで車両を用いた

運搬を行う。

要播種区域等

東京都藩医愛宕一丁厨2番27の一都(地番)

鉛汚染土壌運搬

運搬;太平洋セメント株式会社 

荷姿:ダンプトラック†防塵シート掛け 

処理施設こ早来工営株式会社川崎工輯

神奈川県川崎市川崎区扇町6-1

種　類;分別等処理施設、浄化等処理施設

処理方法;分別等処理(異物除去、含水率調整)

許可番号;第0861001002号

運搬フロー図

ぐ



様鵡十六(第六十条第_項関係,　　　　　　　　　上身

汚染土壌の区搬出軸轟年在れ 

東京都知事　殿 

〒舶1・00鑓期間暗礁田囲細須田同一弛 

須田隅田ビル9階 

牒曲者　獄鍋アイ.エス明ユー涼臆 
代抵触地番対臆臆漢 　　　　　　書■臆漢 土壌汚染対策法第1玉条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次 

のとおり届け出ます。 

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�78ｨｸ�ﾈｾig���))ｩm｣S9MHﾍﾓ���C��&餉B�� 
東京都葛飾区堀切2丁酢3番10号(住居表示) 

汚染土壌の特定有害物質によ る汚染状態 ��i5儻H��}靫�,ﾈ,h*�.��

汚染土壌の休稿 �#c"繙ﾓ2疫ﾉ.ｒ�
※詳細は添付替類2のとおり 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B��
※詳細は添付蓉類3のとおり 

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 乘H�檍��6��ｸ8(5ｨ8ﾂ�

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 ���x慰�8ｩH�檍�����ﾈﾞ慰��｢�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ���=��ﾈﾊy�ﾈﾞ育2綿�ｾh�)*ﾃbﾖﾂ�

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���hﾈ���#�?｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以����Y?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���以����Y?｢�

汚染土壌の処理完了予連日 兌ﾙ�ﾃ#怨8��以���3�?｢�

運搬の用に供する自動車等の 使用者の氏名又は名称及び連 絡先 ��i5儻H��}紿,ﾈ,h*�.��

積替えを行う場所の新任地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ����h*ik8+R�

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 ��ｸ�ｸ�)jh�"��ｸ�ｸ�R�
之鼠6置-6 

鱒無し　　　　　　　　謁駁甜睨...享 

る。) 僣ﾘｹI�MY��饕�
1附寄二八7町州 

爛巧・軍　この用紙の大きさは、円本‾I讃規格A4とすることこ
2　氏名(法人にあってほぞの持薬許の氏名)を紀搬し、押印することに代えて、本人(法人にあってほぞの

代表者)が署名することができる,



汚染土壌の運搬の方法

1書　運搬フロー図

要措薗区域

東京都葛飾区堀切2丁目53番10号(住居表示)

東京都葛飾区堀切2丁目53番40、 41 (毯番)

汚染土壌

ふっ素

ほう素
六億クロム

鉛

トリクロロエチレン

シス斗2・ジクロロエチレン

陸運こ株式余程ハーモセレ 

東京都中央医新川l丁国19番7号 
YOSⅢ耽A湘A鯵しDG.2階 

運搬方法;ダンプトラック 

荷　　姿:フレコン(内袋あり) 

処理施設:早来工営株式会社　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区扇町6・l

種類;浄化等処理施設

処理方法:浄化(抽出章熟脱着)、浄化(摘出暮洗浄処理)

許可番号:第0861001002母

許可の年月日:平成2了年4月1日

許可の有効期限;平成32年3月8工日

汚染土壌処理施設の能力:浄化(抽出・熱脱着)　1了、64皿3他、理容皿3服

浄化(抽出◆洗浄処理)　40t瓜、 960ud



様式第十六(第六十条第_項関係,　　　　　　　　　上之J

汚染土壌の区域外搬出届出書

斌鴻年　与月lら日

東京都藩医芝三丁目8番2

届出者　　皿ミネラル株式会社

代表取締役社長小倉浅

東京都知事殿

土壌汚染対策法第工6条第工項の規定によれ要措置区域等から搬出する汚染土接について、次のとおり

届け出ます。

要措置区域等の所在地 (住居表示)東京都葛飾区東四つ木1丁目19-8

(地番表示)東京都葛飾区東四つ木一丁目67番15

懸欝の特定摺物酢よる汚

鉛及びその化合物　(土壌含有量160へ29,000孤かkg)

鉛及びその化合物　(土壌溶出量0.1へ0.約億かし)
シアン化合物　　　(土壌溶出宜　　　0. 5皿かし)

ほう素及びその化合物(土壌溶出塞　　　3.6m宮/し)

セレン及びそのイ拾物(土壌溶出量　　　0.046皿g/し)

※詳細は添付資料工のとおり

汚染土壌の体積 認識鰭翳セレン)

汚染土壌の運搬の方法 翳鰯鶉蘭勅とおり

汚染土壌を運搬する者の氏名又は
名称 浮遊こ椀駒舜印/ゲ万一

汚染土壌を処理する者の氏名又は
名称

早来工営株式会社(川崎工場)

汚染土壌を処理する施設の所在地 浄化等処理施設こ神奈川県川崎市川崎区扇町6 - 1

汚染土壌の搬出の着手予定日 平成28年如う1日

汚染土嬢の搬出完了予定日 平成28年命月Iの日

汚染土壌の運搬完了予定日 平成28年も月IO日

汚染土壌の処理完了予定日 平成28年も月が日

薯総額鰭譲態欝使用 添付書類4のとおり

撥議題翳籠鱒 積替えは行いません。

保管施設の所在抱並びに所有者の

義鰍先(保管施
保管施設は使用しません

備考　ユニの用紙の大きさは、日本工業親指A4とすること。

2氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法人にあっては、

その代表者)が署名することができる。



添付書類3　汚染土壌の運搬の方法

3-l.運搬フロー図

形質変更時要届出区域 

東京都葛飾区東四つ木1丁目I9-8 

基準不適合土壌

シアン、セレン、鉛、ほう

素

陸　運こ株式会社粟立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町1鎚番抱1 

荷　姿;ダンプトラック十シート掛け 

陸　運:株式会社東昇【運搬請負者賞 

愛知県瀬戸市萩殿廿二丁目117番抱 

荷　姿:ダンプトラック十シート掛け 

処理施設:早来工営株式会社　川崎工場

神奈川県川崎市川崎区扇町61

種　類;浄化等処理施設

処理方法;浄化(抽出一洗浄処理)



様式第十六(第六十・ -粂第一一項関係)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て千

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってほぞの代表者の氏名)を認識し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

軸心求YII中ソ漢書題



添付喜類3

汚染土壌の運搬の方法

1.運搬フロー図

要措置区域 

東京都品川区西大井毒丁目5790-25(地番) 

基準不適合‾土壌

テトラクロロエチレン

陸運:株式会社寮立テクノクラシー【運搬受託者】 

愛知県瀬戸市山路町1鋤番蝿l 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ 

陸運藻式会社束昇【運搬請負割 

東京都江戸川区束萬西6-1了10Jピル4F 

荷姿:ダンプトラック十フレキシブルコンテナ 

処理施設:早来工嘗株式会社川崎王領

抽奈川県川崎市川崎区扇町6場1

種　類;浄化等処理施設

処理方法:抽出一熱脱着

2.運搬体制

運搬受託者:東立テクノクラシー

協力会社及び使用する、

自動車等の-寛は、添付書類4のとおり。



様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出昏 

平成　28年　千　月　之も　日 

東京都知事殿 

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、 

次のとおり届け出ます 

< 冽i�ｹ'Xｾh司9�,ﾈ�ﾄY&��住居表示;東京都千代田区神田駿河台三丁帥番地2号妬:∴辛) ��

地番表示:東京都千代田区稗田駿河台三丁目11番2の一部 

汚染土壌の特定有嘗物質による 儂�ﾟR�7��ｹv頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr��

汚染状態 ��ｨﾝx,ﾙ5儻H��{�,俾h+x���

汚染土壌の体積 几津s#y�#c�萼2�

汚染土壌の運搬の方法 凛H�8暮L��

汚染土嬢を運搬する者の氏名又 は名称 乘H�檍��dﾉ�ﾘ6x8�5�6r�

汚染土接を処理する者の氏名又 ���x慰�8ｩH�檍���

は名称 亶ｹ?�毎蝌ｼhｩH�檍���

汚染土壌を処理する施設の所在 地 ���x慰�8ｩH�檍���ﾈﾞ慰��ｨ���神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 

宮二栄産業株式会社　汚染土壌再資源化処理プラント 

神奈川県)l麟市川崎区扇町5事5-2l,5-39書を-59膏-62ずれ85,5-86 

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋靼hﾈ苳�?｢�

汚染土嬢の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇���#�?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇�#�?｢�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���佇���o�?｢�

運搬の用に供する自動車等の所 有者の氏名又は名称及び連絡先 �5儻H��{�,俾h+x�"�

積替えを行う場所の所在地並び に所有者の氏名又は名称及び連 絡先(運酸の際、積替えを行う ��唔����MB�

なし　　　　　　　　　　　　　28.4細2葛 

場合に限る。) 畠?ｨﾘ%�ﾉ�(休����h���-ﾂ�

保管施設の所窪地並びに所有者 の氏名又は名称及び連絡先繰 管施設を用いる場合に限る。) 鮒o^��,�$�.�･8��y�ﾈ/�����
なし　　　　　　　電離擬軽 

∴　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇"〇〇〇〇‾ 連結i先> 

清水建設株式会社エンジニアリング事業本邸士凝環境輩業都 
担当:■■　T耽03細35 吐ﾂﾓI�Y6B�

備考1この用紙の大きさ瓜日本工業規格A4とすること。 　2氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を謁賎し、押印することに代えて、本人(法人 

にあってはその代表者)が署名することができる。



添付資料3

汚染土壌の運搬の方法

3細1運搬フロー図

形質変更時要届出区域

東京都千代田区神田駿河台三丁目11番2の一部(地番表示)

批素及びその化合物　汚染土壌

陸運さ株式会社墓信トラスト 

荷姿‥ダンプトラッれシート掛け 

処理強談;早来工習練鵡読切臓工場 

神奈川県川崎耐i幡区扇町釘1 

種類‥分別等処理施設 

処理方法:分別等鯉理 

処理施設:富二栄産業株式会社

汚染土壌再資源化処理プラント

神奈川県)l崎勅書騎区扇町

毎や5セ1毒-蜜9,5「59,5-62,5・さ5,5・86

種類こ浄化等処理施設

処理方法:浄化等処理

3暮里　運搬体制

運搬受託者;株式会社登信トラスト

協力会社及び使用する自動車等の-翳は,添付資料4のとおりである。

蜜青l


